
平成１８年６月３０日 

関 東 財 務 局 

 

日本インベスターズ証券株式会社に対する行政処分について 

 

 

１ 日本インベスターズ証券株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められ

たことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。 

（平成１８年６月２３日付） 

 

⑴ 外国証券の取引に係る法定帳簿の不備 

当社は、平成１３年７月１０日を基準日とする関東財務局長による検査の結果、外

国証券の取引に関し、証券取引法第１８８条に基づく証券会社に関する内閣府令（以

下「府令」という。）第６０条第１項に規定する法定帳簿（以下「法定帳簿」とい

う。）について、①「顧客勘定元帳」及び「保護預り有価証券明細簿」の未作成、②

「取引日記帳」の記載事項の一部欠如との指摘を受け、平成１４年２月２５日付で関

東財務局長に対し改善報告書を提出している。 

しかしながら、その改善状況を検証したところ、上記①について、当社は、外国証

券の取引に係る法定帳簿である「顧客勘定元帳」及び「保護預り有価証券明細簿」を

作成・保存しているが、当該法定帳簿の府令第６０条第２項に基づく別表第８に定め

る記載事項（以下「必要記載事項」という。）については、その多くが欠如している。 

また、上記②について、当社は、外国証券の取引に係る法定帳簿である「取引日記

帳」を作成・保存しているが、当該法定帳簿についても同様に必要記載事項の多くが

欠如している。 

さらに、外国証券の取引に係る法定帳簿である「注文伝票」及び「取引残高報告

書」についても同様に必要記載事項の多くが欠如している状況が認められた。 

当社が行った上記行為は、証券取引法第１８８条に違反すると認められる。 

 

⑵ 外国証券の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状

況 

当社は、外国証券の取引に係る法定帳簿である「取引残高報告書」を作成し、顧客

に交付しているが、その必要記載事項の多くが欠如しており、顧客の取引に関し、顧

客に必要な情報を適切に通知していない状況となっている。 

当社は、このような「取引残高報告書」を平成１６年１２月から同１７年６月まで

の間において計２,２６８件交付している。 

当社が行った上記行為は、証券取引法第４３条第２号に基づく証券会社の行為規制

等に関する内閣府令第１０条第７号に定める「証券会社が、顧客の有価証券の売買そ

の他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと

認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 



 

⑶ 外国証券の取引に係る顧客分別金の信託漏れ 

当社専務取締役は、その業務に関し、外国証券に関する募集の取扱いを行うに当た

り、顧客から預託を受けた募集等払込金について分別保管を行わないまま業務を継続

していた。 

このため、顧客分別金として信託すべき金額のうち、当該募集等払込金に係る金額

の算入が漏れており、検査基準日現在において約７４百万円の顧客分別金信託額の不

足が認められた。 

当社及び当社の役員が行った上記行為は、証券取引法第４７条第３項に違反すると

認められる。 

 

 

２ 以上のことから、本日、日本インベスターズ証券株式会社に対し、証券取引法第５６条

第１項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 

 

○ 業務改善命令 

以下の措置をとり、その状況を１ヶ月後までに書面で報告すること。 

⑴ すべての法定帳簿の点検・整備を実施し、法定帳簿の作成・保存が適切に行われる

体制を構築すること。 

⑵ 分別保管に係る手続きの点検・整備を実施し、顧客分別金信託が適切に行われる体

制を構築すること。 

⑶ 内部管理体制の充実・強化を図るとともに、責任の所在の明確化を図ること。 

⑷ 法令違反の根絶に向けた「再発防止策」を策定し、役職員に周知徹底すること。 

 

 

 

連絡・問い合わせ先 

関東財務局 理財部証券監督課 

０４８－６００－１１１１（代表）

（内線：３３２３、３３２５） 

 


